
承認第５号 

 

 

 

 

令和７年度屋久島町一般会計補正予算（第 12 号）の専決処分事項報告承認について 

 

 

 

地方自治法第 179 条第１項の規定に基づき、令和７年度屋久島町一般会計補正予算（第 12 号）を別紙のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。 

 

 

 

令 和 ８ 年 ６ 月 ８ 日 提 出 

屋久島町長　　荒木　耕治 

 

 



専決第６号 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

令 和 ７ 年 度 屋 久 島 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 2 号 ） に つ い て 

 

 

 

　町債の同意等額が決定されたことから借入事務の執行上、予算措置が必要であること、地方交付税、各種交付金等の確定

並びに国県支出金等の一部変更があったこと等から併せて予算措置をすることとし、事務手続き上緊急を要するので、地方

自治法第 179 条第１項の規定により、令和７年度屋久島町一般会計補正予算（第 12 号）を別紙のとおり専決処分する。 

 

 

令 和 ８ 年 ３ 月 3 1 日 

屋久島町長　　荒木　耕治 

 

 












































